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2025年3月15日 第40回地籍問題研究会

トークセッション 14:00-15:30
「地籍問題研究会の回顧と日本地籍学会への期待」

司会進行：鮫島 信行（第4代代表幹事 2023.3～）

スピーカー
清水 英範（第2代代表幹事 2013.3～2017.3、

日本測量協会会長）

小栁春一郎（第3代代表幹事 2017.3～2023.3、
獨協大学名誉教授）
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地籍問題研究会メモワール
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地籍問題研究会のスタートで何が指向されたか

地籍問題研究会第1回幹事会（2010.11.2)議事録抄

・委員会としては総務委員会、企画委員会、広報委員会、財務委員会などが

考えられるが、当面は総務委員会、企画委員会の二本立とする。

・各委員会の担当幹事を以下のとおりとする。

総務委員会：鎌野邦樹氏（副代表幹事・事務局長）、松岡直武氏

企画委員会：清水英範氏（副代表幹事）、村田博史氏、鮫島信行氏

・最初のうちは論文を募集しても中々集まってこないだろうと予想されるので、

講師を招いて会員が参加する勉強会を行うことがよいのではないか。

・研究会の目的の一つとして何らかの政策提言は模索していくべきであろう。

・論文集の発行は現段階では難しいので、当面は勉強会とその成果を蓄積

する方向で進めるべきではないか。

・研究会での報告や議論をまとめた報告書のようなものは必要ではないか。

たとえばホームページ上で配布するなど、何らかの会員用の特典はあるべき

であろう。
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地籍問題研究会の成果
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地籍問題研究会規約改正（2025.3.15）新旧対照表

日本地籍学会規約

（名 称）
第1条 本学会の名称は、｢日本地籍学会」（以下「本学
会｣という。）とする。

（目 的）
第2条 本学会は、地籍に関する研究者、実務者その他
、地籍問題に関心を持つ者相互の協力を図り、研究発
表、情報交換等の場を提供することを通じて、地籍に
関する研究の推進、実務の改善及び制度の発展に寄与
することを目的とする｡

（活 動）
第3条 本学会は、前条の目的を達成するため次の活動
を行う｡

(1) 研究会、講演会等の開催
(2) 地籍に関する諸問題についての意見表明および提言
(3) 学会紀要等の発行
(4) 関連団体との連携、協力
(5) 地籍に関する研究者及び実務者の育成及び支援
(6) 地籍に関する研究の受託
(7) その他本学会の目的を達成するために必要な活動

地籍問題研究会規約

（名 称）
第1条 本研究会の名称は、｢地籍問題研究
会｣（以下「研究会」という。）とする。

（目 的）
第2条 研究会は、地籍に関する研究者、
実務者その他、地籍問題に関心を持つ者
相互の協力を図り、研究発表、情報交換
等の場を提供することを通じて、地籍に
関する研究の推進、実務の改善及び制度
の発展に寄与することを目的とする｡

（活 動）
第3条 研究会は、前条の目的を達成する

ため次の活動を行う｡
（1）研究会、講演会等の開催
（2）地籍に関する研究者及び実務者の

育成及び支援
（3）その他研究会の目的を達成する

ために必要な活動
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日本地籍学会発足にあたっての抱負（鮫島）

（1）部会の設置による学の見える化

・地籍部会

・SDI（空間情報整備）部会

(2)地籍ライブラリの設置による知の集積

引用が可能な文献・論文・報告の集積と公開

（3）地籍講座の開講による地籍人材の育成

大学での地籍講座の設置を模索する

（4）国際対応

国際地籍シンポジウムへの貢献

Cadastral Template 2.0 Japan（2013.10）の更新

*The “Cadastral Template 2.0” has been developed by a research group at the Centre for 
SDIs and Land administration, Department of Infrastructure Engineering of the University 
of Melbourne and it was established under UN mandate by Resolution 4 of the 16th 
UNRCC-AP（第16回国連アジア太平洋地域地図会議）in Okinawa, Japan in July 2003
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公図との出会い 山口県耕地課長時代(1993-1996)

萩藩宝暦絵図
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仕事として地籍調査に従事(2001-2003)

六本木ヒルズ再開発
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「日本の地籍」を出版(2004、新版2011)

現在絶版
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妻の実家で地積更正・分筆・所有権登記を行う（2004)
公図 ゼンリン住宅地図

150.21㎡ 192.89㎡

縄延び=192.89÷150.21=1.28

294-1地番地積測量図

A 294-1 111.56㎡ 地積更正

B 81.33㎡ 294-3 所有権登記

公
法
上
の
境
界
？
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地籍調査の長期見通し

令和５年度末の地籍調査事業の全国進捗
率は53%、20年前と比べると７%進んでい
る。このペースだと完成までにあと130年以
上を要するが、調査単価の上昇を考えると
200年近くになる可能性もある。地籍調査の
完了が23世紀でよいはずがない。

令和5年度末都道府県別進捗率：国交省資料
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平板測量時代の地図の精度にいつまで縛られるのか

出典：新版日本の地籍p86
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オーストリアの土地情報システム

15

出典：The Legal Boundary Cadastre in Austria 1968-2018, EU-PCC Conference, Vienna 2018

eGA：e-GeodataAustria

*BEV : Federal Office of Metrology and Surveying
BRZ : Austrian Federal Computing Centre 

GDB:Real Estate Database 

オーストリアのベースレジストリ
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出典：Cadastral Template 2.0 Austria 19-Sept. 2014 

オーストリアの郡、市町村単位の行政情報は総て地番に紐づけられており、
一筆地情報がベースレジストリの基本となっている

*The “Cadastral Template 2.0” has been developed by a research group at the Centre 
for SDIs and Land administration, Department of Infrastructure Engineering of the 
University of Melbourne and it was established under UN mandate by Resolution 4 of 
the 16th UNRCC-AP（第16回国連アジア太平洋地域地図会議）in Okinawa, Japan in July 2003
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オーストリアの地籍
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図出典：The Legal Boundary Cadastre in Austria  1968-2018: The 50th Anniversary
PCC Conference（EU地籍常設委員会大会） ウイーン 2018年11月20-21日）

オーストリアでは1968年土地調査法により法地籍（legally boundary cadastre)が
導入された。法地籍ではすべての筆界点が隣接所有者の合意の元に測位される
ことで筆界線は法的拘束力を持ち時効取得が除外される。税地籍(tax cadastre)
での境界訴訟は地方裁判所の判決に委ねられるが、法地籍では地籍事務所が
紛争処理にあたる。2023年時点での法地籍筆の割合は18％となっている。
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オーストリア地籍の精度

表出典： BEV資料 Cadastral Map and Parcel Register（地籍図と土地登記）


